
 　  １．岡谷市地域公共交通活性化協議会規約第４条に規定する事業

　　 （１）本年度における岡谷市地域公共交通計画の主な取組事項

　　　　　

　   （２）協議会の予定

日付

５月

６月

１月

３月

※この他に会議を開催する場合や、書面会議となる場合があります。

令和６年度第３回協議会

会議名等 協議内容

書面開催 地域公共交通確保維持改善事業に関する事業評価

翌年度事業計画、予算案　ほか

令和６年度第１回協議会

令和６年度第２回協議会

地域間幹線系統補助金申請　ほか

決算報告、フィーダー系統補助金申請、シルキーバス時刻改正　ほか

施策12

施策7

施策8

施策9

施策10

施策11

施策4

施策6

②乗務員募集の周知活動への協力

②市内バスを網羅する時刻表の作成

①公共交通の利用啓発活動

②バスの乗り方に関する周知の強化

③子ども向けバス乗車体験イベント

①多様な情報媒体による情報提供

①各公共交通機関が提供するサービスの周知方法の改善

①福祉タクシー利用券の無料配布

②シルキーバス回数乗車券の無料配布

①ノーマイカーデーの促進

①シルキーバスと福祉タクシーの連携強化

②わかりやすい時刻表の作成

③オカヤペイへのポイント付与

①バス車両等への広告掲載

②国庫補助金等の確保

①行政と運行事業者間の情報交換や定期懇談

令和６年度　岡谷市地域公共交通活性化協議会事業計画（案）

①ダイヤの見直し

②運行ルートの見直し

③デマンド方式の導入検討

①バスロケーションシステムや電子決済の導入検討

　岡谷市地域公共交通計画の実施項目について、公共交通事業者と協議しながら実行します。

施策3

④定期的な乗降調査の実施

施策1

施策2
①幹線道路におけるバスベイの整備箇所の検討

②停留所の維持

資料５


